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プラットフォーム（PF）の概要
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目的
契約管理を電子化し、情報・コミュニケーションを一元管理・見える化することで、業務負担やミスの削減を図る。

コミュニケーションが属人化し、
効率性や情報管理で課題が発生

• 関係者間のメールやり取りの散逸
• やり取りしたファイル等の情報が散逸
• 担当者ごと対応の違い、進捗のブラックボック
ス化

• 対応時間等のデータが見えない

コミュニケーションの効率を上げて事
業の質を向上する

・やり取りをプラットフォームに集約
・契約相手方からの膨大なファイルを一
元管理
・フローの標準化/進捗の見える化・通
知/やり取りの履歴を保存
・蓄積した情報の抽出・分析による業務
フロー改善

目次へ

課題 対応



プラットフォーム（PF）の概要
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2．利用シーン
（１）普段の「連絡・相談」

（２）各種申請手続き
（１）の連絡・相談を参照して次の各種申請・承認手続きができます

①打合簿の事前確認・取り交わし ②契約締結・契約変更
③月報の提出                  ④確認書の提出

１．利用対象となる範囲

当面の対象：コンサルタント等契約（業務実施契約）

新規契約交渉中にアカウント登録
→ 「契約書（案）、最終見積書、電子契約署名アドレス・支払先口座届出書の提出」 から
「最終支払いの実行」まで

目次へ



プラットフォーム（PF)の概要：取扱い業務フロー一覧
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No. 名称 機能

1 受注者アカウント作成 受注者のアカウントを新規発行する

2 受注者ログイン 受注者がアカウント発行後、ログインする

3 連絡・相談 メールの代替として、スレッドによりチャットを行う

4 打合簿事前協議～承認
受注者が打合簿案を作成し、JICAの事業部・契約担当で確認する事前協議（差戻あ
り）

5 打合簿本協議～承認
・押印に変わる承認ワークフローとして利用
・打合簿とファイル一式を承認・格納

6
契約書３点セットの提出～
承認・電子署名

契約担当から契約書類の作成・提出を依頼し、受注者は契約書類をPF上に提出する。
国際協力調達部はPF外（紙）で内部承認を行い、電子契約システムで双方署名を行う。
署名契約書をPFの契約情報（変更契約）に保管する。

7 月報提出～確認 受注者が月報を提出し、事業部が確認、PF上に保管

8 確認書提出～確認 受注者が確認書を提出し、国際協力調達部が確認する。

9 関連手続き参照 過去の打合簿・契約・月報・確認書関連申請を検索して参照する。

10 期日管理 提出する成果品等の期日を取込み、その期日に応じてアラートを通知

11 お知らせ管理 各種お知らせを登録し、登録されたお知らせを通知する。

目次へ



プラットフォーム（PF）の概要：利用者と出来ること
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受注者

・業務主任

・副業務主任

・業務調整

・事務担当

・他業務従事者（メール共有）

事業
主管部

・監督職員

・担当国際協力
調達部

・課長

・担当

在外・国内

・管理職

・担当

連絡・相談

各種申請
・打合簿（2者/3者）
・月報

各種申請
・契約書
・確認書

４アカウント/
契約

目次へ

在外・
研修契約
・打合簿
・月報

各種申請・差戻
・打合簿（３者）



プラットフォーム（PF）の概要：提供アカウント数と利用者数の説明
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目次へ

A B C D E F

C I

契約

M

【アカウント非保有者】

自動配信メール
で情報共有
※要望ベース
※従来のメールｃｃの位
置付け

O P UT

Q

R S

営業
N

案件１ 案件３案件２

G I

契約

M

アクセス権付与

【アカウント保有者】

PF内の投稿・
操作可能
※申請ベース
※JICA側費用負担

【アカウントの提供とアクセス権付与の例】
① 案件１では当初、A,B,G,Nの４名分のアカウント発行とアクセ
ス権を付与

② 案件２で、C,D,I,Mの４名にアカウントとアクセス権を付与
③ 案件２でアカウントを持ったCを案件１のアクセス権を付与し、
案件１はCを含めた５名でPFを利用

④ 案件３では、E,F,I,Mのアカウントを申請。E,Fにはアカウント
新規発行・アクセス権付与し、 I,Mにはアクセス権のみ付与

• アカウントはいずれかの契約でアクセス
権がある限り有効

• アクセス権のある契約が０となると（最終
支払完了）アカウントは失効

• ある契約で発行されたアカウントに別の
契約のアクセス権を付与することが可能

• PFのやり取りをメールで受領するアカウ
ント非保有者を設定可能

• 保有者は個人の特定できるメール

• 非保有者では業務メールやＭＬも可

「アカウント」：個人のメールアドレスに対して、１アカウント発行（１契約あたり最大４アカウント新規発行）
「契約データへのアクセス権」：PF上で契約管理の操作をできる権利。１契約に対して、５人のアカウント保有者を登録可能



初回サインイン
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目次へ

初回ログイン依頼メールについて
アカウント申請作業（JICA側作業もしくは受注者側作業）が行われると、登録されたメンバーに初回ログイン
を依頼するメール（次ページのステップ1）が届きます。
メールが送信されるタイミングはそれぞれ以下の通りとなります。

受注者契約担当者※ 左記以外でアカウントを発行された方

JICA側が受注者契約担当者のアカウント登録作
業を行うと、受注者側契約担当者に初回ログイン
を依頼するメールが届きます

✓ 新規契約の契約手続き開始

受注者側契約担当者が、業務従事者のアカウント
申請作業をプラットフォームから行うと、登録さ
れたメンバーに初回ログインを依頼するメールが
届きます

※受注者契約担当者とは、プロポーザルの表紙に記載している「本件連絡先」に記載頂いた担当
者のことを指します。「本件連絡先」に記載のE-mailに連絡を行います。



初回サインイン
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1. 事業契約管理プラットフォーム
（platform_for_pcm@jica.go.jp)からメールを受け取る

【メールイメージ】

2. メール内にある「URL：サイトはこちら」から右図のサイトを開く

3. 「Sign in」ボタン下部にある「Sign up now」を押す

目次へ

mailto:platform_for_pcm@jica.go.jp


初回サインイン
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4. 上から4項目目にメールアドレスを入力す
る

5. キャプチャ画像の文字を入力して「Send 
verification code」をクリックする

! ポイント

画面の上部3項目（赤枠以外）は入力できない
状態
後続の手順で入力を行う

目次へ



初回サインイン
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6. 入力したメールアドレス宛に届いたメールで確認コードが届く

! ポイント

確認コードをコピーする際は、末尾の空白を含
まないようにご注意ください。

目次へ



初回サインイン
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7. 確認コードを入力して「Verify Code」をクリッ
ク

! ポイント

赤枠内の確認コード入力欄（上から5項目目）
以外は後続の手順で入力

目次へ



初回サインイン

13

8. ユーザーIDとパスワードを作成して、それぞれ入力をする
9. 一番上の欄にユーザーIDを入力
10.2番目と3番目の欄にパスワードを入力
11.入力が完了したら最下部にある「Create」ボタンをクリック

目次へ

! ポイント

※ IDに使用可能な記号は「_」(半角アンダーバー)「-」(半角ハ

イフン)の２つのみです。

ユーザーID
✓ 8文字以上
✓ 英大文字・英子文字・数字・記号のうち3つを含む
✓ ユーザーIDは作成後変更ができません。
紐づく契約がなくなると、アカウントは失効します。なお新規契約開
始等に伴い、失効済みアカウントと同じメールアドレスで再度利用登
録された場合は、同じユーザーIDでサインイン可能です。

パスワード
✓ 10文字以上64文字以下
✓ 英大文字・英小文字・数字・記号のうち4つ全てを使用
✓ 定期的な変更は不要

ユーザーIDとパスワード作成には制約があります。

※ IDに使用可能な記号は「_」(半角アンダーバー)「-」(半角ハイフン)の２つのみで
す。パスワードについては上記以外の記号も使用可能です。 ユーザーIDを忘れた場合はコチラ



初回サインイン
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12.「Send verification code」をクリック

✓ 再度確認コードが送付される

目次へ



サインアップ＆初回サインイン
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13.受信した確認コードを入力して「Verify code」
ボタンをクリック

14.続いて表示される画面で「Continue」ボタンを
クリック

目次へ



初回サインイン
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15.「サインイン」ボタンをクリック

16.既に受領している招待メールの招待コードを貼り付け、「登録」ボタンをクリックして初回サインインが完了

目次へ



サインイン
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1. 招待メールやプラットフォームのリンクからサイ
ンインのページへ移行

2. 作成したユーザーIDとパスワードを入力する

3. キャプチャ画像に表示されている文字を入力し
て「Sign in」ボタンをクリック

! ポイント

サインインはセキュリティ上、二段階認証が設定さ
れているため、サインインの度に確認コードによる
認証が必要です。
※なおサインイン情報は一定時間保持されるため、
確認コードによる認証なしでサインインできる場
合もあります。

目次へ

ユーザーIDを忘れた場合はコチラ



サインイン
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4. 「Send verification code」をクリック

5. 確認コードが送付される

目次へ



サインイン
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6. 受信した確認コードを入力して「Verify code」
ボタンをクリック

7. 続いて表示される画面で「Continue」ボタンを
クリックしてサインインが完了

目次へ



サインイン

サインイン後、ホームでは「お知らせ」と担当している複数の契約の各種手
続きの一覧が見られる（各契約詳細を経由せずに遷移可能）

20

目次へ



サインイン
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目次へ

Username（ユーザーID）を忘れてしまった場合は、ヘルプデス
クにID再通知を依頼します。

【手順】
1. 再通知が必要なIDのアカウント保有者本人が、ヘルプデスク
（jica.pcm-pf.help-desk.jp@capgemini.com）に再通知を
依頼

2. 本人以外の方が、事務局（RPA-Lilian@jica.go.jp; 
platform_for_pcm@jica.go.jp）へ再通知を依頼
※ なりすまし防止の観点から、上記対応をお願いします。

3. 本人及び本人以外からの2通の再通知依頼をもとに、事務局
にて本人確認を行い、ヘルプデスクに確認結果を連絡

4. ヘルプデスクから登録済のIDを本人に通知

Username（ユーザーID）を忘れた場合

パスワードを忘れた場合は、サインイン画面にある「Forgot 
your password?」から再設定可能

mailto:jica.pcm-pf.help-desk.jp@capgemini.com
mailto:RPA-Lilian@jica.go.jp;platform_for_pcm@jica.go.jp?subject=【PF】（件名を入力してください）
mailto:RPA-Lilian@jica.go.jp;platform_for_pcm@jica.go.jp?subject=【PF】（件名を入力してください）
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画面構成：ホーム画面・一覧

ログイン ホーム

月報
確認

契約手続き
確認

契約手続き
一覧

月報
一覧

ログイン後、ホームでは「お知らせ」と担当している複数の契約の各種手続きの
一覧が見られます（各契約詳細を経由せずに遷移可能）
検索ボックスを活用して、検索することも可能です。

打合簿
確認

打合簿
一覧

確認書
確認

確認書
一覧

アカウント申請
アカウント申請

一覧

契約
契約
一覧

目次へ



ホーム画面構成：各メニュー

画面上部にメニューがあり、各手続き一
覧が表示される

画面サイズによっては、 （ハンバーガーメニュー）に
集約されており、開くとメニューが表示される

または・・・

23

目次へ
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画面構成：契約一覧

契約一覧画面では担当している契約案件が一覧で表示されます。
調達管理番号や アクションメニューをクリックすると、契約詳細確認画面に
遷移します。

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

目次へ
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画面構成：契約詳細

契約詳細確認画面では、契約の基本情報の確認に加え、該当案件に紐づく各種
関連手続きの作成及び進捗状況の確認画面、連絡・相談の作成や更新画面に遷
移することができます。

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

目次へ
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画面構成：契約詳細（連絡・相談）

契約詳細確認画面の「連絡・相談」タブでは、過去に作成した連絡・相談スレッド
の確認や作成を行うことができます。

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

目次へ
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画面構成：契約詳細（関連手続き一覧）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

契約詳細確認画面の「関連手続き一覧」タブでは、過去に作成していた手続き
の進捗確認や、手続きの作成をすることができます。

目次へ
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画面構成：契約詳細（打合簿事前協議）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

作成した打合簿（事前協議）の進捗確認や打合簿（事前協議）の作成を行います。
プラットフォーム上で打合簿（事前協議）を作成し承認まで完了したものは、自
動的に打合簿（本協議）に移行します。

目次へ

「作成」ボタンをクリック
すると作成画面が開く

「打合簿番号」をクリックす
ると詳細確認画面が開く
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画面構成：契約詳細（打合簿本協議）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

打合簿（本協議）の進捗確認や打合簿（本協議）の作成を行います。

目次へ

「作成」ボタンをクリック
すると作成画面が開く

すでに作成した打合簿がある場
合は、レコードが表示される
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画面構成：契約詳細（契約手続き）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

手続きが発生している契約手続きの確認ができます。
なお契約手続きはJICA側から契約書類（案）提出依頼が送られてから、フロー
がスタートするため、受注者側に作成ボタンはありません。

目次へ

確認したい「契約手続き名」をク
リック
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画面構成：契約詳細（月報）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

提出した月報の確認や、月報作成画面を開きます。

目次へ

「作成」ボタンをクリックして月
報作成画面を開く
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画面構成：契約詳細（確認書）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約手続き

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

提出した確認書の確認や、確認書作成画面を開きます。

目次へ

「作成」ボタンをクリックして月
報作成画面を開く
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画面構成：契約詳細（支払・提出計画）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約書

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

契約詳細確認画面の「支払・提出計画」タブでは、登録されている支払計画や提
出計画を確認することができます。また提出計画が登録されている場合、計画
日に応じてアラートが発出されます。
※ 支払計画・提出計画はJICA側にて登録を行います。

目次へ
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画面構成：契約詳細（契約基本文書）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約書

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

契約詳細確認画面の「契約基本文書」タブでは、JICA側が格納した当初及び最
新の契約書や業務従事者名簿など、基本情報を確認することができます。

目次へ
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画面構成：契約詳細（担当者一覧）

ログイン ホーム

連絡・相談

契約

契約書

打合簿
本協議

提出計画

支払計画

プロファイル 打合簿
事前協議

月報

契約一覧

確認書

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

契約詳細確認画面の「担当者一覧」タブでは、受注者側とJICA側（事業部門・調
達部門）の担当者情報を確認することができます。

目次へ
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画面構成：アカウント申請一覧

アカウント申請一覧画面はアカウント申請作業を行ったものの一覧を確認する
ことができます。またアカウント申請作成画面に遷移できるほか、本画面から指
定のExcelフォーマットをアップロードすることで申請を行うことができます。

ログイン ホーム

月報
確認

契約書類
確認

契約書類
一覧

月報
一覧

打合簿
確認

打合簿
一覧

確認書
確認

確認書
一覧

アカウント申請
アカウント申請

一覧

契約
契約
一覧

目次へ
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画面構成：アカウント申請

アカウント申請作成画面では、新規契約の業務従事者やメール受信のみのアカ
ウント申請や、既存案件の業務従事者の変更申請をすることができます。

ログイン ホーム

月報
確認

契約書類
確認

契約書類
一覧

月報
一覧

打合簿
確認

打合簿
一覧

確認書
確認

確認書
一覧

アカウント申請
アカウント申請

一覧

契約
契約
一覧

目次へ



契約案件等の検索

複数の案件を担当されている場合など、案件数や手続き数が多くある場合、検索ボックスを使用して検索を
行うことで該当の案件を探すことができます。

メニューバーにある「契約一覧」をクリック
※メニューバーが表示されていない場合は、
右上に （ハンバーガーメニュー）が表
示されているので、そちらをクリック

契約一覧画面にある検索ボックスに、探した
い案件の件名や調達管理番号を入力するこ
とで検索可能

38

目次へ



契約案件等の検索

! ポイント

キーワード検索は、前方一致の検索結果が表示されます。
部分一致検索はキーワードの前後に「*」（半角アスタリスク）を入力してください。

 前方一致検索（例：「インドネシア」で検索）

 部分一致検索（例：「*インドネシア*」で検索）
調達管理番号もしくは右側にある ボタ
ンをクリックすると契約詳細画面に遷移

39

目次へ



表示順の変更

40

各一覧のタイトルをクリックすると、昇順・降順を変更することができます。
昇順・降順は1タイトルのみに適用されます。

タイトル行の「タイトル」をクリック

昇順表示となる（もう一度クリックで
降順表示）

目次へ



別タブ表示

41

案件の検索や、フィルターを実施した後に同じタブ内で画面を開き、元の画面に戻ると条件等がリセットされ
てしまいます。別タブで画面を開くと元の画面でのフィルター設定等が残るため便利です。

2. 別のタブに画面が展開される

1. 開きたい画面を「Ctrl+クリック」

目次へ



連絡・相談スレッド

契約案件について打合簿要否の検討や、各種相談・連絡事項をプラットフォーム上で行うことができます。
プラットフォーム上で連絡・相談を行うことで、契約や手続き事にスレッド（過去のやり取り）を管理するこ
とができます。

1. 契約件名もしくは契約案件の右側にある「 」を
クリックして契約詳細画面を表示

2. 「連絡・相談」タブをクリックすると連絡・相談スレッ
ド画面が開く

42

目次へ



連絡・相談スレッド：新規作成

1. 「＋作成」ボタンをクリックすると作成画面が表示

2. 相談内容に合わせたスレッド名を記入

3. 通知先や、ファイル添付の可否を設定
可能。設定はスレッド作成後も変更可
能

4. 「スレッド名登録」ボタンをクリック
するとスレッドの作成が完了する

43

目次へ



連絡・相談スレッド：新規作成

1. 「スレッド名登録」ボタンクリック後に自動で
切り替わった画面を下にスクロールするとあ
る「チャットの追加」ボタンをクリック

2. 内容を記入してチャットの追加をクリック

44

目次へ



連絡・相談スレッド：新規作成

チャットが追加されると、タイムラインに表示される
チャットは投稿した順に上から表示される

自分が投稿したチャットは、投稿後も▼ボタンから
編集や削除をすることが可能

! ポイント

通知設定について、受注者側には設定変更はありません。業務主管部門や契約
主管部門が投稿した場合は、全て受注者の皆様に通知されます。

45

目次へ



連絡・相談スレッド：新規作成

スレッドの設定で、事業部門通知と調達
部門通知が「Yes」になっている場合、各
部門の担当者へメールで通知が送られる

最新のチャットだけでなく、過去5件分の
チャットも通知メールの本文上に表示さ
れる

46

目次へ



連絡・相談スレッド：紐づけ

各関連手続き（打合簿作成や契約締結手続き、月報登録など）の作成画面では、連絡・相談スレッドを紐
づけすることができます。

47

虫眼鏡マークをクリックして、連絡・相談を
行ったスレッドを検索する

目次へ



連絡・相談スレッド：紐づけ

48

1. 紐づけを行いたい「スレッド名」に
チェックを入れる

（前ページの続き）

2. 「選択」をクリックするとス
レッドが紐づく

スレッドの紐づけが完了

紐づけを解除する場合は、ス
レッド名右側にある「×」ボタン
をクリック

目次へ



備考欄の使用方法

49

各種関連手続き画面には備考欄を設けています。
備考欄は受注者側だけでなくJICA側も閲覧することができるため、共有したいことや備忘の入力な
ど、自由にご使用いただけます。

備考欄に入力する際は、必ず日時と名前を冒頭につけ
てから入力をしてください
※備考欄は更新者名と日時がシステム的に自動で表示
される仕様ではないため、更新をする際は必ず日時
と名前を冒頭に記入してください

下部のバーからフォントサイズやカラーなどを変更でき、
また画像ファイル等も添付することが可能です。

目次へ



備考欄の使用方法

50

各種関連手続き画面には備考欄を設けています。
備考欄は受注者側だけでなくJICA側も閲覧することができるため、共有したいことや備忘の入力な
ど、自由にご使用いただけます。

1. 画像マークをクリック

2. 添付する画像ファイルもしくはURL等を選択
して、OKボタンをクリックすると添付される

目次へ
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システム関連
ヘルプデスク：jica.pcm-pf.help-desk.jp@capgemini.com

プラットフォームに関する要望
国際協力調達部 事業・契約管理プラットフォーム事務局
・メールの件名：【PF】←必ず入力してください
・メールアドレス： RPA-Lilian@jica.go.jp; platform_for_pcm@jica.go.jp 

契約関係
契約手続き等運用：国際協力調達部契約課担当

問合せ先一覧
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